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1．はじめに 

 自動車は人の移動や物資輸送に必要不可欠な物となっ

ているが，普及に伴い交通事故の発生が問題となる．我

が国における交通事故発生状況や事故死者数は 2003 年

を境に減少傾向となっている 1)．この要因として自動車

の安全性向上や安全な交通維持のための法整備，救急医

療体制の整備，規制緩和といった取り組みによるもので

あると考えられる．また，保有台数あたりの事故件数や

走行キロ当たりの事故件数は 1980 年以降増減が少ない

事からも，前述した自動車の安全性向上や法整備等の効

果である事を示唆している．しかし，交通事故発生件数，

死者数の絶対数は 2015 年時点で依然として高い水準で

推移しており，その中でも高速道路での死亡事故率は一

般道路の 2.7 倍となっている 2)．そこ で現在では研究

開発の分野で，先進技術（ASV）によるドライバの支援

や監視をする事で交通事故の未然防止を行うシステムの

開発が注目されている．この事から，交通事故発生を抑

制する為には交通事故発生を未然に防止するシステムの

構築が必要であると考えられる．ここで，交通事故発生

要因は環境的要因，車両的要因，人的要因であるとされ

ている．その中でも脇見運転や漫然運転といった人的要

因がその多くを占めている 1）とされ，原因として車両運

転時の疲労増加による知覚，認知，判断，操作といった

運転行動パフォーマンス低下が挙げられる 3)．現状では

疲労による交通事故対策として運転時間の管理等が行わ

れている 4)が，個人によって負担の感じ方が異なる事か

ら抜本的な対策となっていない．そこで，運転疲労によ

る事故を未然に防止する為にはドライバの疲労状態をリ

アルタイムに把握する事が有効であると考えられる．現

在ドライバの疲労状態を評価する研究の多くは，生体指

標やアンケートを用いて行うものであり，これらの指標

からドライバの状態をある程度表現可能である．しかし

これらの生体情報及びアンケートと言った生体情報は個

人差，個人内差の影響が大きい事や，初期値からの変動

を見るといった定性的な判断のみである事，リアルタイ

ムでのドライバ状態把握が困難であるといった問題点が

挙げられる．この事から定量的かつリアルタイムでドラ

イバの疲労状態を把握する指標の構築が必要であると考

えられる．以上の事から本研究では制御工学的観点から

疲労の評価を行う事に着目し，車両情報を用いてドライ

バの運転行動を表現するドライバモデルを構築し，モデ

ル内の各制御パラメータからドライバの疲労状態を定量

的かつ，リアルタイムで運転状態を評価する手法の確立

を目的とする． 

本報告では生体情報からドライバ状態を明らかにし，

ドライバモデルを用いて運転行動からドライバ状態の評

価について検討を行う． 

 

2．運転疲労実験 

2.1 実験条件の検討 

実車実験を行うにあたり疲労による運転者の運転特性変

化が重要項目である．そこで，一般的な事前調査項目と

して性別や年齢，運転歴といったものが挙げられるが，

運転に対する負担意識や運転意識は人それぞれ異なり，

負担の感じ方は異なると考えられる事から，一般的な調

査項目の他に，運転に取り組む際の態度や思考，及び運

転に対する負担の中でどこに負担を感じるのかといった

項目について運転スタイルチェックシート（DSQ）及び

運転負担感受性チェックシート（WSQ）を用いて調査を

行う．走行条件は東関東自動車道路（潮来 ICから千葉北

IC）において，1 往復走行あたり 115km，約 1時間 30分

程度の走行を計 4 回実施した．また，計測区間は潮来 IC

から順に D’，D，E，F 区間を走行後，千葉北 ICにて折

り返し A，B，C，C’の順で計 8 区間を設け測定を行った．

また 1 往復走行毎に休憩を行い，休憩中は生体情報計測

及びアンケートの調査を行う．休憩時間は 15分を上限と

し，時間による回復のばらつきを抑えると共に，カフェ

インやニコチン等の覚醒物質の摂取を禁止する．食事は

朝，昼の 2 回行い食事内容はおにぎり 2 つと水を摂取さ

せ，水に関しては休憩中でも摂取を許可する．実験参加

者への教示内容は，周りの道路環境に合わせて法定速度

100km/h 程度で走るように伝え，普段通りの運転を心が

けるよう指示を行う．実験回数は終末効果の影響が考え

られる為伝えない．また本実験は日本大学生産工学部「人
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を対象とする研究倫理審査委員会」認証番号：S2014-002-

2 を取得している． 

 

2.2 計測項目の検討 

車両計測項目は前方と横方向に対する運転行動変化を

評価する．生体情報計測は中枢性疲労と末梢性疲労から

計測項目を設定し，対象として慢性的な疲労ではなく亜

急性疲労までの一過性のものについて評価する．今回検

討を行った運転疲労実験での計測項目を表 1に示す． 

 

Table 1 Measurement items 

 Measurement items 

Vehicle 

Velocity of Forward, Velocity of Lateral, 

XYZ accelerations, XYZ angular 

velocity, angle 

Steer angle, Steer torque, Vehicle 
position, 

Video(Front and Lateral) 

Biologicals 
Flicker, Static vision, Night vision, 

Muscle hardness 

Questionnaire 

Driver information,  DSQ，WSQ, 

Jikaku-sho shirabe, 
 investigation of fatigue 

 

2.3 実験方法 

実験は 20 代男性 9 名に対して行われた．解析はデー

タ収録の問題から 7 名に関して行う．実験に先立ち実験

内容を書面にて説明の上参加者の同意を得る．実験開始

前に体調等に関する質問に回答してもらい，心電や呼吸

を計測する為に電極及び動歪計を実験参加者に装着し，

作業前の初期値としてフリッカー，筋硬度，静視力，夜

間動体視力を測定する．測定終了後，実験参加者と最終

確認を取り，操舵力，操舵角計，非接 

触型 2 軸速度計（S-200）及び慣性ジャイロ（NAV440，

RT3100），RTK-GPS（Trimble），CCD カメラ（DEWE-

CAM）設置した車両を用いてサンプリング周波数 100Hz

にて走行実験を開始する．潮来 IC から千葉北 ICを経由

し往復走行を行った後，開始地点と同じ場所に戻ってき

てもらい，直ちに生体計測を行う．生体計測の順番は到

着直後にフリッカー測定を行い，次いで筋硬度，静視力，

夜間動体視力の順番で測定を行う．測定終了後に各質問

紙に回答してもらい回答終了後に 15 分を上限とした休

憩が終了するまで待機して貰う．また，休憩中にデータ

の抜出や計測器のチェック等を済まし，休憩時間内に次

の測定が行えるように準備し，休憩時間を厳守した．こ

れを合計 4 回繰り返した． 

 

 

 

 

2.4 評価方法 

(1) 生体情報 

 主観的疲労評価では質問紙によって得られた回答結果

を用いて結果をまとめる．DSQ，WSQ は石橋ら 5)による

評価方法を用い，各尺度に属する 2 つの質問の素点を平

均化し，各実験参加者の走行毎における尺度点とする．

自覚症調べ 6)は産業疲労研究会による評価方法を用い，

各質問をねむけ感，不安定感，不安感，だるさ感，ぼや

け感といった 5つの群に分類し，5点満点で得点化する．

すべての群が 5 点満点である場合を 100％として走行毎

の疲労率を評価する．身体疲労部位調査は走行毎にチェ

ックされた疲労部位を用いて，チェック数の増分や部位

について評価する．NASA-TLXは評価値が小さい順に重

みづけを行い平均化する事で得られるAWWLを用いて，

各実験参加者の走行毎における尺度点として評価する． 

 

(2) 運転行動によるドライバ状態の評価 

 運転行動によるドライバ状態の評価ではドライバの入

力である操舵角について検討を行う． 

まず初めに運転行動として考えられるものは前方の道

路形状から最適な操舵角を予測して滑らかな運転行動を

行うものと，目標コースと自車の偏差を判断し，目標コ

ースに追従を行う為に最適な操舵角を決定するものとい

った 2 つの運転行動が考えられる．本研究では前者の運

転行動をフィードフォワード制御，後者をフィードバッ

ク制御として取り扱う．本報告では第 1 段階として目標

とするコースと自車の偏差を知覚・認知・判断・操作を

行うフィードバック制御について着目しその制御パラメ

ータより検討を行う． 

  

3 生体情報によるドライバ状態の確認 

本節では主観評価の結果から実験におけるドライバ状態

を確認する．まず初めに全実験参加者の生体情報の結果

を生体情報毎に平均値を求め，疲労側を正とした結果と

平均値を除する事で無次元化を行った結果により走行回

数増加によるドライバ状態の変化について確認を行っ

た．図 1 に走行回数と疲労の推移を可視化した結果を示

す．結果より 7人中 6 人の実験参加者において走行回数

増加と共に各パラメータにおいて疲労の増加が見られ

た．この事から，実験によって実験参加者に負担を与え

疲労を感じている事を示した．
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Fig.1 Fatigue results 

 

4. 運転行動によるドライバ状態の検討 

前節より生体情報の結果から走行回数増加と共に疲労

が増加傾向である事を示した．この事から本章では運転

行動からドライバ状態を表現する．ここで，運転行動か

らドライバ状態の推定を行う為にはドライバ特性の変化

を捉えることが重要である．この事からドライバモデル

を用いてドライバ特性の変化を可視化し，ドライバ状態

と生体情報との結果を同定する． 

4.1 ドライバモデルの決定 

ドライバ特性を捉える為にドライバの運転行動を表現

するドライバモデルを模索する． 

検討方法は取得した運転行動とドライバモデルにより

算出した運転行動との決定係数を求める事により，モデ

ルの妥当性を検討する．目的変数は操舵角のフィードバ

ック制御に着目し検討を行う． 

フィードバック成分の操舵角の算出方法は文献値に 7)

よりフィードフォワード制御成分（0.1Hz から 0.2Hz），

フィードバック制御成分（0.2Hz-5Hz）に分類する事で算

出する．分類方法は移動平均法を用いてローパスフィル

タを行い，フィルタ処理後の結果を差分する事でバンド

パスフィルタを算出し各運転行動を制御成分ごとに分類

した．次に分類後のフィードバック制御成分の操舵角を

モデルの目的変数として，操舵角を表現する説明変数の

偏回帰係数を重回帰分析により決定する．今回の検討で

用いるドライバモデルの説明変数は，車両進行方向を中

立位置としてヨー角を補正した相対ヨー角𝜃𝑅と道路中

立位置と車両の相対横位置𝑌𝑅とした．ヨー角の補方法は

前方向速度𝑉𝑥と横方向速度𝑉𝑦を用いて車両の横滑り角𝛽

を(1)式により算出する． 

𝛽(𝑟𝑎𝑑) = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑉𝑦
𝑉𝑥
) ⋯(1) 

次に，横滑り角𝛽と北方向を 0 としたヨー角を加算する

事によって(2)式により相対ヨー角𝜃Rを算出した． 

𝜃𝑅(𝑟𝑎𝑑) = 𝑌𝑎𝑤𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑟𝑎𝑑)+ 𝛽(𝑟𝑎𝑑)  ⋯(2) 

また，相対横位置の算出方法は横方向速度を積分し車両

の横方向位置を求め，解析区間内で横方向位置を平均化

し，横方向位置と横方向の平均値を減算する事で相対横

位置を算出した． 

YR = ∫𝑉𝑦 +𝑌𝑅̅̅ ̅ 

これらの変数を比例値 P，微分値 I，積分値 D に分類

し，目的変数を表現する．この事から本報告で取り扱う

パラメータは目的変数をフィードバック成分の操舵角と

し，説明変数を相対横位置比例項 PY，積分項 IY，微分

項 DY，相対ヨー角比例項 PYAW，積分項 IYAW，微分

項 DYAWとする．また，目的変数をずらし，目的変数と

6 変数について重相関係数を算出し，最も高相関となる

点を操作遅れ時間として解析し計 7 変数の検討を行った．  

各実験参加者の操舵角とドライバモデルによって表現

した操舵角との決定係数を図 2 に示す． 

結果より，ドライバモデルは今回の実験で得られた操

舵角の結果を最低でも決定係数 0.563 を示しており，中

程度の相関が認められる．よって今回検討したドライバ

モデルを用いて疲労状態の評価について検討を行う． 

 

 

Fig.2 Driver model results Correlation coefficient 
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4.2 疲労評価モデル構築に向けた疲労評価の検討 

 本節ではモデル構築に向けて疲労評価を行う上で押さ

えておくべき項目について検討を行う．ここで，図 2に

示すドライバモデル内の決定係数について着目すると同

様の解析を行っているにもかかわらず，各ドライバ間で

大きく差が見られることが解る．この事から，実験によ

り同様の負荷を与え疲労させても運転特性への影響が各

ドライバで異なると考えられる．よってモデル内の各パ

ラメータについて変動係数を用い，運転特性の変化の仕

方について解析した．結果を図 3 に示す．図に示すよう

に往路復路で走行回数毎に比較すると変動係数が殆ど変

化しない者と，変動係数が減少する者に分かれた．この

事から疲労を感じていても運転特性を変化させる頻度を

変えない者（Group1）と減少させる者（Group2）が存在

する事を確認した．よってこれらの群における特性の違

いについて検討する．本報告ではドライバの個人特性に

ついて着目し検討行った．結果を表 2 に示す．先に述べ

た Group1 とGroup2 について事前調査を行った運転特性

について結果を記述すると運転への消極性（negativity）

において運転特性の更新頻度を減少させる者は平均値よ

りも高い傾向にある事を確認した．この事から n増しを

行いより多くのドライバについて検討する必要があるが，

個人特性によってドライバの疲労による特性変化の傾向

が異なる可能性を明らかにした．この事から，運転行動

による疲労評価には個人特性を複合的に考慮した形で評

価を行う必要がある事を示唆した． 

 

Table 2 DSQ and Variation of index results 

 

 

Fig.3 Driving characteristics by the coefficient of variation 

5．結言  

本研究ではドライバモデルを用いて運転行動からドラ

イバの状態把握を行う事を目的とし以下の結論を得た． 

 

1． 生体情報を走行回数毎に比較した結果，7 人中 6 人

の実験参加者に疲労の増加傾向が見られた． 

2． ドライバモデルより長時間運転時の運転行動を模

擬した結果，決定係数 0.563 から 0.890 の中程度の

相関から高相関が得られた． 

3． ドライバモデル内の各パラメータについて変動係

数を用いて解析した結果，往路と復路で運転頻度を

変えない者と減少させる者に分かれた． 

4． 個人特性と運転特性について検討した結果，運転行

動による疲労評価には個人特性を複合的に考慮す

る必要がある事を示唆した． 

 

今後の課題として，個人特性からドライバを群別し，

同様の特徴を持ったドライバの群について疲労による運

転特性変化がどのパラメータに現れるのかを明確にする．

これによりドライバの特徴を考慮した形でのリアルタイ

ム疲労評価に繋げていく必要がある． 
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